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1

プロパン荷役株式会社
（法人番号４４３００
０１０１５４３８）
代表者横山房代

北海道札幌市中央区南１３条西９丁目２番
１１号

厚田営業所 北海道石狩市厚田区聚富５９５－１ R6.4.25
輸送施設の使用停止（２１０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他９
件

令和５年１０月１７日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１
０件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基
準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）整備不良車両等運行（安全規則第３条の
２）、（３）点呼の記録の改ざん・不実記載（安
全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録の改
ざん・不実記載（安全規則第８条）、（５）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９
条の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）運
転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（９）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第６０条第１項）

21 21

2

有限会社サンキョウ
（法人番号７４３００
０２０４３３７７）
代表者南幹夫

北海道石狩市花川東２条２丁目２５番地 本社営業所 北海道石狩市花川東２条２丁目２５番地 R6.4.26
輸送施設の使用停止（７０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項　他５
件

令和５年９月１５日、労働局からの通報等を端緒
として監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれの
ある乗務（安全規則第３条第６項）、（３）点呼
の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８
条）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義
務違反（安全規則第９条の３第１項から３項）、
（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９
条の５第１項）

7 15

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年4月)

4月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年4月)

4月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

3

有限会社マツザキ物流
（法人番号９４３００
０２０５９９９０）
代表者松崎輝利

北海道白老郡白老町字社台３３４番地３ 本社営業所 北海道白老郡白老町字社台３３４番地３ R6.4.26
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他４
件

令和５年９月２５日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条）、（４）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（５）特定運転者に対する特別な指導義
務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

4

株式会社金澤運送（法
人番号８４４０００１
０００４１９）　代表
者三浦一彦

北海道函館市昭和２丁目９番８号 本社営業所 北海道函館市昭和２丁目９番８号 R6.4.26
輸送施設の使用停止（５０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他４
件

令和５年１２月１３日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。５
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）
乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運
行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、
（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第
３条の２）、（４）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項、第２項、第３項）、（５）運行
指示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３
第１項）

5 5

5

株式会社松平産業（法
人番号３４３０００１
０２８６５５）　代表
者松平晃

北海道札幌市白石区川下２１１５番地５０ 本社営業所 北海道札幌市白石区北郷８条３丁目４－８ R6.4.26
輸送施設の使用停止（３０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他２
件

令和５年１２月１８日、車輪脱落事故を端緒とし
て監査を実施。３件の違反が認められた。（１）
乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）ホイールボルトの折損、ホイー
ルナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生
させたこと（安全規則第３条の３）（３）運転者
に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則
第１０条第１項）

3 3

6

有限会社川西鶏卵販売
所（法人番号４４６０
１０２０００８２３）
代表者夏目明彦

北海道帯広市大空町１２丁目１番地１３ 本社営業所 北海道帯広市西２４条北２丁目１３－１８ R6.4.26
輸送施設の使用停止（９５日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項　他１
０件

令和５年１２月１９日、車輪脱落事故を端緒とし
て監査を実施。１１件の違反が認められた。
（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第６項）、（２）整備管理者に対する権限
付与義務違反（安全規則第３条の２）、（３）定
期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（４）ホイールボルトの折損、ホイール
ナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生さ
せたこと（安全規則第３条の３）、（５）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（６）点呼の記録義務違反（安全規則
第７条第５項）、（７）乗務等の記録義務違反
（安全規則第８条）、（８）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（９）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（１０）特定運転者に対する特別な指導義
務違反（安全規則第１０条第２項）、（１１）特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）

10 10
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和6年4月)

4月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

7

株式会社エストランス
（法人番号１４６０１
０１００４７１２）
代表者齋藤幹弥

北海道河西郡芽室町東１０条８丁目２番地
１１

本社営業所 北海道帯広市西２４条北２丁目５番地９８ R6.4.26 輸送施設の使用停止（５０日車）
貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他２
件

令和６年１月２４日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）ホイールボルトの折損、ホイール
ナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生さ
せたこと（安全規則第３条の３）、（３）運行指
示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第
９条の３第１項から３項）

5 5

8

中野トラック株式会社
（法人番号２４６００
０１００３６４８）

代表者川﨑友巳

北海道釧路市仲浜町６番１６号 本社営業所 北海道釧路市仲浜町６番１６号 R6.4.26
輸送施設の使用停止（１０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第２項　他
２件

令和６年１月２６日、その他事故、法令違反、事
件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）事故の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第９条の２）、（２）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第１０条第２項）

1 1

9

興商物流有限会社（法
人番号８４３０００２
０５５９２５）　代表
者村島貢

北海道小樽市桂岡町１１番３１号 本社営業所 北海道小樽市銭函３丁目５２２番地１７ R6.4.26
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
件

令和６年１月３０日、車輪脱落事故を端緒として
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）ホ
イールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に
起因する車輪脱落事故を発生させたこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条の３）、（２）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）

2 2

10

公栄トランスポート株
式会社（法人番号７４
３０００１０４０９４
５）　代表者吉田真由
美

北海道札幌市北区篠路４条９丁目９番１号 本社営業所 北海道札幌市北区篠路４条９丁目９番１号 R6.4.26
輸送施設の使用停止（３０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他４
件

令和６年２月１日、車輪脱落事故を端緒として監
査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第３条第６項）、（３）定期点検整備
の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（４）
ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等
に起因する車輪脱落事故を発生させたこと（安全
規則第３条の３）、（５）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 3

以下余白


